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令和８年度町政執行方針

Ⅰ はじめに

令和８年度の町政執行にあたり、私の所信と基本的な方針を申し

上げ、町民の皆さん、町議会議員の皆さんのご理解とご協力を賜り

たいと存じます。

さて、一昨年の１０月に町政３期目の任をお預かりしてから１年

５カ月が経過しようとしております。この間、国際情勢の不安定化

に伴う原油価格の高止まりや物価高騰は依然として続き、地域経済

や町民生活の様々な場面で負担感が増している状況にあります。

本町におきましても、地域振興商品券やプレミアム商品券の発行、

子育て世帯や低所得者世帯への各種給付金の支給、生活・経営環境

の維持に向けた支援など、多方面から対策を講じてまいりました。

令和８年度におきましても、国や北海道など関係機関との連携を

一層強化しつつ、町民の皆さんの声、そして現場で奮闘する方々の

声に真摯に耳を傾け、課題の解決に全力で取り組んでまいります。

「現場主義」と「対話」を重んじ、町民一人一人に寄り添う姿勢を

忘れることなく、責任ある町政運営を進めていく決意です。

Ⅱ 町政に臨む基本姿勢

はじめに、私が令和８年度の町政運営に臨む基本姿勢について申

し上げます。

令和７年度から、新たに「月形町第５次総合振興計画」に基づく

取り組みが本格的に始まっております。

本計画では、「みんなでつくる未来 ともに歩むまちづくり」を将

来像に本町の基幹産業である農業のさらなる振興と農村環境の保全、
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住民が安心して暮らせる快適な生活環境の整備に加え、人口減少・

超少子高齢化の進行や気候変動に伴う自然災害の増加、デジタル社

会の進展、そしてＳＤＧｓの理念を踏まえた持続可能な地域づくり

など、多岐にわたる課題への対応が求められております。

こうした複雑化する社会環境のなかにあっても、町民の皆さんと

ともに未来を見据え、計画に掲げた施策の着実な推進を図ってまい

ります。

Ⅲ 主要な施策の推進

これより、令和８年度の施策について、総合振興計画の体系に基

づき申し上げます。

１ ともに支え合う健やかなまちづくり

はじめに、保健・医療・福祉分野について申し上げます。

一つ目は保健・医療についてであります。

月形町では生活習慣病である脂質異常症、高血圧症の方が多いこ

とがわかっており、これらは生活機能の低下や要介護状態を引き起

こすことにつながるため、発症予防や重症化予防が大変重要です。

そのため、若いうちから健康に関心を持っていただけるよう３５

歳からの健診を進めていくとともに、既に医療受診されている方や

高齢者の方々にも重症化予防を目的とした健診の受診勧奨や個別の

保健指導を行います。

また、町立病院と協力して住民健診の代わりとする、データ受領

事業（みなし健診）の活用を図ってまいります。

さらに、老人クラブ等への健康講話や健康づくり教室、ラウンド
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栄養士相談事業など、健康について考える機会を積極的に設けてま

いります。

健康増進計画（健康つきがた２１）は、計画期間の終期となるた

め、令和８年度に次期計画を策定いたします。健診結果や令和７年

度中に行ったアンケート結果等により町民の健康課題を明確にし、

町民皆さんで健康づくりに取り組めるよう、次期計画に生かしてま

いります。

国民健康保険事業につきましては、北海道や関係団体と連携し、

引き続き健全な事業運営に努めてまいります。

町立病院の運営状況につきましては、病床利用率が令和６年度と

比較すると、約１０パーセント程度上昇し、９０パーセント前後で

推移しております。外来患者につきましては減少傾向ではあります

が、今後も診療体制の維持や充実に向け各方面との連携を図ってま

いります。

病院の診療体制ですが、令和７年４月から内科については常勤医

師３人体制での診療を行っております。整形外科診療についても、

引き続き診療体制の充実が図られるよう取り組んでまいります。

町立病院は、本町唯一の医療機関（医科）であります。皆さんが

安心して暮らせるよう、持続可能な経営を目指し運営を行ってまい

ります。

二つ目は、福祉施策についてであります。

６５歳以上の方が人口の４割以上を占める本町では、高齢者の皆

さんができるだけ長く町に住み続けられるための生活支援が重要で

す。
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高齢者や障がい者の皆さんが不安に感じている除雪につきまして

は、除雪事業者に委託して実施する費用の一部を助成する「高齢者

世帯等除雪費助成事業」を令和７年度から開始しています。除雪委

託費が高騰していることから、令和８年度は助成上限額を引き上げ

ます。

また、低所得の高齢者や障がい者等を対象に、「高齢者等の冬季生

活支援事業」を実施いたします。灯油などの燃料等の購入費の一部

を給付し、冬季の安心した生活の一助となるように支援していきま

す。

その他、福祉的支援が必要な人を早く見つけ、その人に合った支

援を行うために、相談先の周知や啓発に努めるとともに、行政区や

町内会、社会福祉協議会などの関係機関としっかり連携し協力に努

めてまいります。

障がい福祉計画・障がい児福祉計画、介護保険事業計画・高齢者

保健福祉計画につきましては、令和８年度が計画の終期となります

ので、アンケート調査などで町民の皆さんの意見もお聞きしながら、

次期計画の策定を進めてまいります。

三つ目は子育て支援についてであります。

児童福祉法の改正により、妊産婦や子育て世帯、子どもに対して、

母子保健と児童福祉の両方の支援を一体的に行うことが求められ、

全国の自治体に「こども家庭センター」を設置する努力義務が課さ

れました。これを受けて、本町でも令和８年度から保健福祉総合セ

ンター内にこども家庭センターを設置いたします。発達に遅れがあ

るお子さんや、その他の支援が必要な場合は、母子保健分野と児童
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福祉分野の職員が密接な連携をとりながら、保護者の安心した子育

てと、子どもの健やかな育ちを支援してまいります。

近年、発達障がいの方への支援が重要となってきているため、障

がいをできるだけ早く発見し、その後の保育や教育に生かせるよう、

新たに「５歳児健診」を実施します。小児科医や臨床心理士、こど

も園、小学校などと連携し、子どもの発達上の課題と持っている力

について保護者と確認しながら、さらに成長を促す環境づくりを進

めてまいります。

２ 活力とにぎわいのあるまちづくり

次に、産業分野について申し上げます。

一つ目は農林業についてであります。

昨年も北海道とは思えぬ暑さに見舞われましたが、各作物の収量、

品質ともに平年を上回ることができたと知り、あらためて生産者の

皆さんの努力を感じているところであります。

しかし、農業を取り巻く環境につきましては、資材、燃油、電気

等、さまざまな経費が高騰しており、依然として厳しい状況が続い

ていることを踏まえ、昨年度、国の物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金を活用し、生産者の皆さんに営農継続に対する一助への

思いから支援を実施いたしました。

本町の基幹産業である農業を守り育てていくためにも、農協をは

じめとした関係団体の皆さんとの情報の共有を図り、本町の農業経

営などの課題を適切に捉え、必要な対策を講じていけるよう全力で

取り組んでまいります。

担い手の確保につきましては、昨年度創設した経営移譲前の親元
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就農者に対する支援制度を継続するとともに、条件付きではありま

すが、新たに経営移譲後の親元就農者も対象とした支援制度により、

地域農業の持続的発展を図ってまいります。また、引き続き地域お

こし協力隊制度を活用した新規就農者の受け入れを、継続的かつ積

極的に推進してまいります。

地域農業の国際化を図る試験的な取り組みとしましては、町、農

協、生産組合の３者連携により、タイ王国から海外学生を受け入れ、

農業技術や管理など実務的な知識を提供するほか、月形町産農産物

の国際的なＰＲ活動を行ってまいります。

森林保全と林業振興につきましては、豊かな森づくり推進事業を

継続的に実施するとともに、新たに森林環境譲与税を財源に育成管

理と間伐への補助を行い、森林資源の循環利用と林業の再生の促進

に努めてまいります。また、無人航空機を活用した町有林の計画的

かつ継続的な整備を進め、適正管理・森林機能の維持保全に努めて

まいります。

二つ目は、商工業と観光についてであります。

商工業につきましては、「月形町中小企業等振興基本条例」に基づ

き、地域経済の持続的な発展に向け、本町が発注する工事や事業に

つきまして、これまでと同様に、地元企業の受注機会の確保に努め

てまいります。

依然として、原油価格や物価の高騰、電気・ガス料金の上昇、生

活必需品の値上げなど、町内経済に大きな影響を与えております。

月形商工会と緊密に連携し、プレミアム付き商品券の発行事業、町

内で起業される方への支援、新商品開発への伴走支援など、地域の
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事業者を下支えする取り組みを継続してまいります。

令和６年９月には、町民保養センターがリニューアルオープンし、

同日に道の駅も開業いたしました。現在も多くの方々にお越しいた

だき、皆楽公園エリアは町の観光拠点として確かな成長を見せてお

ります。温泉・宿泊・飲食機能のさらなる充実を図るとともに、道

の駅との相乗効果をより一層高め、安定的な集客につながる仕組み

づくりを進めてまいります。

また、月形町振興公社につきましては、地域プロジェクトマネー

ジャー制度や地域活性化起業人制度を活用し、経営改善に取り組ん

でおります。令和８年度も、新しく生まれ変わった施設の魅力をさ

らに高め、持続可能な運営体制の確立に努めてまいります。

観光イベントにつきましては、昨年の夏まつりは多くの来場者に

より町内が活気にあふれていました。令和８年度も、つきがたイベ

ント委員会を中心に、地域のにぎわいを創出するため、より充実し

たイベントの開催に向けて準備を進めてまいります。

３ 快適で安全・安心なまちづくり

次に生活環境分野について申し上げます。

一つ目は廃棄物・上下水道についてであります。

廃棄物対策につきましては、引き続き「いわみざわ環境クリーン

プラザ『いわぴか』」での広域処理を基本として取り組んでまいりま

す。資源ごみにつきましては、町内福祉施設にご協力をいただき選

別作業を行っております。町民の皆さんにおかれましては、引き続

き分別の徹底と減量化、リサイクルの推進にご協力いただきますよ

うお願い申し上げます。
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下水道事業につきましては、令和４年度から進めてきた月形地区

終末処理場の機能強化事業が完了しました。今後は安定的な維持管

理に努めるとともに、更なる効率化・維持経費の節減に向け、取り

組みを進めてまいります。

合併処理浄化槽の新設や修繕に対する助成、上水道未給水区域に

おける飲用水供給設備への支援につきましても、引き続き継続して

まいります。

二つ目は有害鳥獣対策についてであります。

昨年は、全国各地でクマの出没や被害が相次ぎ、本町においても

過去に例を見ないほどの出没や目撃情報がありました。これまで予

防や注意喚起を中心とした対策を講じてきましたが、人の生活圏に

近い場所での出没が多発していることから、一層の対策強化が求め

られています。このため、担当職員の知識向上を図るとともに対策

品を充実し、さらには緊急銃猟にも備え、月形町鳥獣被害防止対策

協議会、警察、猟友会など関係機関とも連携を深め、被害の未然防

止を図ってまいります。

また、ヒグマ対策とあわせて、エゾシカなど農業被害をもたらす

鳥獣対策に携わる人材の確保・育成に対しても積極的に取り組んで

まいります。

三つ目は消防・防災についてであります。

消防につきましては、「町民の生命、財産、安全、安心」を確保す

るため、災害活動の基盤となる消防車両や各種資器材等の整備に取

り組み、災害に対し安心感が実感できる消防体制を目指してまいり
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ます。

また、近年、災害が激甚化・大規模化し、様々な役割が消防団に

求められていることから消防団員の確保および質の向上を図ります。

令和８年度は、北海道消防操法訓練大会に月形消防団が空知地区代

表として出場します。この大会に向けて支援を行い、消防団活動の

活性化に取り組んでまいります。

消防機能の強化につきましては、月形支署に配備しています小型

動力ポンプ付水槽車の更新を行い、高度化、多様化する災害事案へ

の対応力向上と活動能力向上を図ってまいります。

さらに、令和９年４月から本町を含む南空知管内５消防本部（４

市５町）による消防通信指令システムの共同運用を開始する予定で

す。これに向け、運用拠点を「いわみざわ消防共同指令センター」

とした総合的な整備を、令和８年度から本格的に進めてまいります。

これにより、複雑かつ多様化する消防需要に対し、広域的な連携を

強化し、消防力の一層の向上を図ってまいります。

近年では、毎年のように全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被

害が発生しています。

今後も防災対応などの啓発を行うとともに、月形町地域防災計画

や避難所運営マニュアルに基づき、関係機関と連携を図りながら、

有事に備えた体制整備を進めてまいります。

また、災害時対応を想定し、災害備蓄品の更新を引き続き進めて

まいります。

令和６年から運用を開始した公式ラインを活用し、防災情報の伝

達を速やかに行える体制を整備するため、引き続きスマートフォン

の購入助成制度による普及拡大を推進してまいります。
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四つ目は交通安全・防犯についてであります。

令和７年の北海道における交通事故における死亡者数は１２９人

と２年ぶりに増加しましたが、依然として低い水準を保っています。

本町におきましては、令和５年１０月から交通死亡事故は発生して

おりません。これもひとえに、関係機関や各事業所が協力し、児童

生徒への交通安全指導の実施や登下校時の声掛けなどの地道な活動

のお陰であると実感しております。今後も月形町交通安全推進協会

や月形町交通安全指導員と連携し、交通安全意識の高揚と事故防止

に努めてまいります。

また、防犯活動につきましても月形防犯協会、岩見沢警察署およ

び月形駐在所・札比内駐在所と連携し、犯罪のないまちづくりを推

進してまいります。

４ 人が輝き文化を育むまちづくり

次に、教育・文化分野について申し上げます。

一つ目は教育・文化・スポーツについてであります。

本町の教育政策は、月形町教育大綱に基づき、総合教育会議など

を通じて関係機関と連携しながら、町民の皆さんが生涯にわたり学

び続け、充実した生活を送るための教育環境の整備に取り組んでま

いります。

学校教育につきましては、「月形の子どもは月形で育てる」という

考えのもと、小中学校を中心に、こども園や高校などとの連携を深

め、発達段階に応じた切れ目のない教育を推進します。引き続き、

確かな学力、豊かな人間性、健やかな体を育む教育を基盤に、児童

生徒一人一人の可能性を伸ばしてまいります。
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義務教育学校につきましては、町民の皆さんの意見を伺いながら、

令和８年度中に基本方針を示したいと考えています。

月形高校につきましては、地域社会の維持・活性化に欠かせない

存在であるため、引き続き、同校の教育活動や地域との連携を支援

してまいります。

青少年健全育成、生涯学習、スポーツ、文化振興につきましては、

家庭・学校・地域が連携して、世代を超えた学びや交流、参加がで

きる環境づくりを進めます。これにより、青少年が健やかに成長し、

町民一人一人が心豊かな生活を送れる地域づくりを目指してまいり

ます。

月形樺戸博物館など独自の歴史や文化資源を活用し、学びや交流

を充実させるとともに、多様な人材の参画を促し、文化活動を活性

化します。また、図書館につきましては、既存施設の老朽化を踏ま

え、今後の方針をさらに検討してまいります。

なお、教育分野の具体的な執行方針につきましては、教育長から

申し上げます。

二つ目は国際化・地域間交流についてであります。

国際交流につきましては、外国語指導助手の配置や海外派遣事業

への取り組みを通じて、多様な文化や価値観に触れる機会を提供し、

国際理解の醸成を図ってまいります。

地域間交流につきましては、新潟市月潟地区とのＩＣＴを活用し

た児童交流を継続するとともに、福岡県中間市との歴史的なつなが

りを踏まえた学習の取り組みを進め、相互理解の促進と郷土への愛

着の醸成につなげてまいります。
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このほか、特産品の相互販売などを通じた交流を引き続き推進し、

地域間のつながりの強化と相互の活性化につなげてまいります。

５ 未来の暮らしを支えるまちづくり

次に生活基盤分野について申し上げます。

一つ目は住宅施策についてであります。

町営住宅の維持管理につきましては、月形町営住宅長寿命化計画

に基づき、適正な管理と計画的な修繕に努めてまいります。

定住化促進事業につきましては、人口減少下における定住人口の

維持と物価高騰等の社会情勢への対策として、月形町住宅マスター

プランに基づき新築住宅建設や中古住宅購入、住宅リフォーム、民

間賃貸住宅建設および改修への支援の拡充を行い、安心して暮らせ

る住環境の充実を図ってまいります。

移住体験事業「保育園留学」につきましては、これまで海外を含

む全国各地から子育て中のご家族に参加いただき、本町の暮らしを

体験していただいております。引き続き本事業を推進し、町の魅力

を知っていただくことで交流人口の増加につなげてまいります。

また、町内に潜在する空き家の情報収集を継続的に進めるととも

に、住宅修繕に対する助成制度の周知を徹底し、空き家・空き地バ

ンク制度を積極的に活用した定住化の推進に取り組んでまいります。

二つ目は道路・河川・公共交通についてであります。

町道整備につきましては、四十六線橋の撤去及び道路復旧に向け

た測量設計業務を実施してまいります。

橋梁につきましては、適正な維持管理に努めるとともに、３巡目
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となる橋梁定期点検を令和９年度までの３カ年で実施してまいりま

す。

除雪につきましては、除雪従事者待機室の改修を行い、労働環境

の改善に努めます。また、歩道用ロータリー除雪車の更新を行い除

雪車両の計画的な整備と機動力の強化を進めてまいります。

河川整備につきましては、河川の流下機能確保に向けた河道内樹

木の伐採を行い、河川の適正な維持管理に努めてまいります。

旧ＪＲ札沼線鉄道用地につきましては、鉄道施設跡地のレールや

橋梁等の撤去工事を計画的に進めるとともに、町が保有する用地に

つきましても、適正な維持管理に努めてまいります。

令和７年３月をもって、北海道中央バス株式会社による月形線の

運行が終了しました。昨年４月からはアオヤナギ観光バスが運行事

業者となり、運行便数を増やすなど利便性が向上した路線として運

行を担っております。令和８年度におきましても、町民の皆さんに

ご不便をおかけすることのないよう、事業者と連携し安定した公共

交通の維持に努めてまいります。

本町の公共交通は、人口減少の進行とともに利用者の減少が続い

ております。このため、町外にある高等学校、専門学校、大学へ通

学する生徒等の保護者に対し、通学定期券購入費の支援を継続し、

公共交通の利用促進を図ってまいります。

定額運賃制の「おでかけハイヤー」につきましては、多くの町民

の皆さんにご利用いただき、日常生活の移動手段として大変好評を

得ております。令和８年度も、交通空白地帯の解消と生活支援のた

め、本事業を継続してまいります。
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６ ともに生き、ともに歩むまちづくり

最後に、協働・行財政分野について申し上げます。

一つ目は、地域コミュニティについてであります。

人口減少や少子高齢化が依然として進行する中、地域のつながり

を維持していくことは、大きな課題であります。

地域の皆さんの主体的な取り組みを後押しするため、これまで同

様、「行政区活動支援交付金」を有効にご活用いただけるよう、適切

な支援と環境整備に努めてまいります。行政区や町内会が活力をも

って運営されることは、地域の助け合いの力を強め、防災や防犯、

福祉など多岐にわたる地域課題の解決にもつながるものであります。

地域の皆さんが「ともに生き、ともに歩むまちづくり」の中心と

してご活躍いただけるよう、町としてしっかりと支援を続けてまい

ります。

二つ目は、地域活性化・まちおこしについてであります。

地域おこし協力隊につきましては、隊員がそれぞれの専門性を生

かし、地域課題の解決や地域力の向上に取り組んでおります。引き

続き新たな隊員の募集を進め、地域内の活動分野の充実を図るとと

もに、協力隊員が定住につながるキャリア形成を実現できるよう、

伴走支援に努めてまいります。

ふるさと納税につきましては、全国の皆さんから大変多くのご支

援を賜りました。いただきました寄附金は、地域の魅力向上や定住

環境の整備など、町の活性化に資する事業に活用させていただきま

す。令和８年度におきましても、返礼品のさらなる開発や魅力発信

を強化し、ふるさと納税寄附金額の安定的な確保に取り組んでまい
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ります。

また、地域活性化の担い手となる既存の町内団体に加え、新たに

活動を開始するまちづくり団体やＮＰＯ法人など、多様な主体が挑

戦しやすい環境づくりを進めてまいります。地域の皆さんの自発的

な取り組みを後押しすることで、町全体のにぎわいと活力の創出を

目指してまいります。

三つ目は自治体経営についてであります。

急速に進展する少子・高齢化に伴う人口減少社会や社会保障、税

番号制度をはじめとする新たな制度への対応など、近年、業務は多

様化し専門性も高くなる状況にありますが、職員数には限りがあり、

職員一人一人の能力向上に努める必要があります。令和８年度から

は第７次月形町行政改革大綱に基づき、効率的で無駄のない行政運

営に取り組んでまいります。

令和８年度から「まちづくり推進室」を設置し、建設が延期され

ていた義務教育学校や、老朽化が進む図書館、役場庁舎などの主要

な公共施設につきましては、土地利用も含めた中長期的な整備計画

を策定してまいります。計画の策定にあたっては、本町の今後の人

口推移を見据えたコンパクトで効率的な施設運営を重視した方針で

進めてまいります。

本町の行政運営を支える重要な財源である町税の徴収にあたって

は、何よりも公平性が確保されなければなりません。令和８年度は、

担当職員の知識向上と収納体制の強化を図るため、北海道職員が一

定期間、本町の業務を兼務する「短期併任制度」を活用し、収納率

の一層の向上に努めてまいります。
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Ⅳ 令和８年度予算大要

国の令和８年度地方財政対策では、人件費の増加や物価高騰が見

込まれる中、地方団体が様々な行政課題に対応し、行政サービスを

安定的に提供できるよう、地方交付税などの一般財源総額について

は、令和７年度を上回る額が確保される見込みです。しかし、本町

の財源の約５割を占める地方交付税については、国勢調査による人

口減少により、今後は減額が予想されます。

また、歳出については、長引く物価の高騰と人件費の上昇により、

物件費や維持補修費などについても年々増加傾向にあります。

こうした厳しい状況下ではありますが、経常経費および事務事業

の一層の見直しを行うとともに、補助金をはじめとする新たな財源

の確保に努める必要があります。

令和８年度予算については、総合振興計画及び創生総合戦略の進

捗状況を踏まえ、また、ふるさと納税などの財源の有効活用を進め

ながら、効果的な事務事業の推進が図られるよう、予算案を編成し

ました。

その結果、各会計および公営企業会計の予算規模は、

一般会計

52 億 6,600 万円〔対前年度比 7.8％増〕

国民健康保険事業特別会計

4 億 386 万円〔対前年度比 4.3％減〕

介護保険事業特別会計

4 億 1,842 万円〔対前年度比 0.9％増〕

後期高齢者医療特別会計

9,854 万円〔対前年度比 39.1％増〕
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国民健康保険月形町立病院事業会計

収益的収支 8 億 2,399 万 3 千円〔対前年度比 5.3％増〕

資本的収入 2,179 万 2 千円〔対前年度比 23.0％減〕

資本的支出 4,087 万 2 千円〔対前年度比 3.2％減〕

農業集落排水事業会計

収益的収入 1 億 2,349 万 8 千円〔対前年度比 2.2％減〕

収益的支出 1 億 2,275 万 7 千円〔対前年度比 2.7％減〕

資本的収入 715 万 1 千円〔対前年度比 74.3％減〕

資本的支出 3,432 万 7 千円〔対前年度比 41.0％減〕

としたところであります。

Ⅴ むすび

以上、令和８年第１回月形町議会定例会にあたり、令和８年度の

町政執行における基本的な方針と主要な施策について述べさせてい

ただきました。

町長として、これまでにまいた新たなまちづくりの種が着実に芽

を出し、地域の活力として実を結ぶことを目指しております。２０

年後、３０年後に本町に住んでいてよかったと町民の皆さんに感じ

ていただけるよう、「みんなでつくる未来 ともに歩むまちづくり」

の実現に向け、町民の皆さん、町議会議員の皆さんの一層のご理解

とご協力を心からお願い申し上げます。


